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第１６２回 金融機関 業務推進セミナー 

 
（関係部門へご回覧下さい）

「消費者問題に関する様々な法制度の変化に 

       金融機関はどう対応するべきか」 
～消費者庁の創設、金融ADR制度の導入、消費者団体訴訟制度の導入・

拡張をはじめとする消費者関連立法及び裁判例の動向を中心に～    

★ 消費者庁関連法の立案担当者が消費者庁や消費者庁行政、消費者庁関連３法の概要を解説 

★ 金融ADRの今後の対応策と具体的課題は 

★ 消費者関連立法と裁判例の動向を中心に金融機関に与える影響を要説し、提言 

                開催日：２０１０年２月１８日（木） １日間 
                会 場：第２ニッキンホール（東京・市ヶ谷） 
                講 師：                      （敬称略）    
                              長島・大野・常松法律事務所 

                              元 内閣官房消費者行政一元化準備室参事官補佐 
                                      弁護士  森 大樹 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催：Ｃ Ｍ Ｃ 
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂａｓｅｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｌｌｅｇｅ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｋｉｎ．ｃｏ．ｊｐ／ＣＭＣ／ 

※上記サイトからＷｅｂでの申し込みができます 

後援 ： 社団法人 全 国 地 方 銀 行 協 会 

社団法人 第 二 地 方 銀 行 協 会 

社団法人 全 国 信 用 金 庫 協 会 

社団法人 全国信用組合中央協会 

 

http://www.nikkin.co.jp/CMC/


「消費者問題に関する様々な法制度の変化に金融機関はどう対応するべきか」 
２月１８日（木）１０：００～１６：００(昼食１２：３０～１３：３０) 

（１０：００～１２：３０） 

１． 消費者庁の概要及び消費者庁創設が金融機関に与える

影響 
(1)消費者庁創設の経緯 
(2)消費者庁・消費者委員会創設後の消費者行政の概要 
(3)消費者庁関連３法の概要 

(ア)消費者庁及び消費者委員会設置法 
(イ)整備法 
(ウ)消費者安全法 

(4)消費者庁が所管する法律（特に金融関連法）について 
(ア)貸金業法 
(イ)金融商品販売法 
(ウ)出資法 

(5)消費者安全法の内容と実務 
(6)消費者庁創設が金融機関に与える影響 
   (ア)直近の影響 

(イ)近い将来の影響 
 
（１２：３０～１３：３０） 

昼食 

（１３：３０～１６：００）  

２． 金融ADR制度の導入及び金融機関に与える影響 
(1)金融ADR制度導入の経緯 
(2)現在の主な金融関連ADR制度 
（改正国民生活センター法の概要及び実務を含む。） 

(3)金融ADR制度の概要 
(ア)指定紛争解決機関 
(イ)手続実施基本契約締結等の義務 
(ウ)「苦情処理手続」・「紛争解決手続」 
(エ)紛争解決手続の申立て・内容 
(オ)和解案・特別調停案 

(4)金融ADR制度の導入が金融機関に与える影響 
 
３． 消費者団体訴訟制度（適格消費者団体による差止請求

権の行使）の概要及び消費者団体訴訟制度の導入及び

拡張が金融機関に与える影響 
(1)消費者団体訴訟制度の概要 
(2)認定を受けている適格消費者団体の概要 
(3)適格消費者団体による差止請求権行使の実務・実績 
（裁判例の紹介を含む。） 

(4)消費者契約法に関する裁判例等の分析 
 （特に金融機関に関連するものを中心として） 
(5)消費者団体訴訟制度の導入及び拡張が金融機関に与え
る影響 

 
４． その他 
 
５． 質疑応答 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＦＡＸ ０３－３２６１－４５７０ CMC事務局まで 
第１６２回 金融機関業務推進セミナー 

   「消費者問題に関する様々な法制度の変化に金融機関はどう対応するべきか」   
  ホームページ用受講申込書（２月１８日開講） 

貴社名 

所在地  〒 

連絡責任者                    

部署・役職 

ＴＥＬ                ＦＡＸ                  
 

 参加者氏名 所属（部・課・グループ） 役職 
 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 
  

☆ お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図をＦＡＸ致します。 

受講料 Ａ：３７，８００円（本体価格 ３６，０００円） 
        （CMC金融機関機械化研究会会員機関） 
        （CMC金融ニュービジネス＆テクノロジー研究会会員機関） 

      Ｂ：４０，９５０円（本体価格 ３９，０００円） 
        （後援協会会員機関） 

      Ｃ：４４，１００円（本体価格 ４２，０００円） 
         （非会員機関） 
お申し込み・お問い合わせは、 
       CMC   ＴＥＬ０３－３２６１－４５５０ ＦＡＸ０３－３２６１－４５７０ まで。 

注：（振込先銀行） みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 １７９７０４２ 

  （名義） 株式会社CMC  

   振込予定日（できるだけご記入ください）   月    日 
受講についてのお願い 
①受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振込み下さい。 
②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。 
③銀行振込に際しては、貴社名の前にセミナー番号（８９）を付記してください。振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。 
④開催日前、一週間以内のキャンセルはできません。 
⑤講演の録音、撮影等はご遠慮ください。 

 
 

 
 

８９ 


